
▼
紙
面
学
習
シ
リ
ー
ズ
の

15

回
目
は
、

「
地
域
手
当
」
に
つ
い
て
で
す
。
ご
一
緒 

に
学
習
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。  

▼
「
は
て
？
地
域
手
当
？
そ
ん
な
も
の
も

ら
っ
て
な
い
よ
」
と
思
わ
れ
た
あ
な
た
、

正
解
で
す
。
福
島
県
内
の
ど
の
自
治
体
に

も
地
域
手
当
は
支
給
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

▼
昨
年
の
人
事
院
勧
告
で
、
「
社
会
や
公

務
の
変
化
に
適
応
し
た
人
事
管
理
が
求
め

ら
れ
る
中
で
、
給
与
制
度
に
つ
い
て
も
、

現
状
の
課
題
に
対
応
で
き
る
よ
う
ア
ッ
プ

デ
ー
ト
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と

し
て
、
主
な
取
組
事
項
が
示
さ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
今
月
前
半
（
昨
年
は
８
月
７

日
）
の
人
事
院
勧
告
で
そ
の
成
案
が
示
さ

れ
、
来
年
４
月
か
ら
新
制
度
が
施
行
さ
れ 

る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

▼
こ
の
中
で
「
地
域
手
当
」
に
関
す
る
見

直
し
（
大
く
く
り
化
）
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
概
要
と
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
地
域

手
当
な
る
も
の
が
誕
生
し
た
の
か
？
そ
し

て
、
「
支
給
さ
れ
な
い
福
島
県
」
に
ど
ん

な
影
響
が
あ
る
の
か
？
に
つ
い
て
見
て
い 

き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

▼
ま
ず
は
「
ど
こ
に
支
給
さ
れ
て
い
る
の

か
？
」
【
図
表
１
】
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 
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学習の強化と交流で組織を強化しよう！ 

シ
リ
ー
ズ
⑮
『
地
域
手
当
っ
て
何
？
』 

組
合
員
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
学
ん
で
い
く
『
紙
面
学
習
』
の

15
回
目
で
す
。
ぜ
ひ
、
こ
れ
を
基
に
職
場
の
仲
間
の
皆
さ
ん

と
話
合
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

紙面学習 

当面の日程 
■8月9日（金）  

○18:30 南会津ブロック会議 
（南会津町役場） 
 

■8月21日（水）  

○13:30 県本部単代会議 
○15:30 共済県支部単代会議 
（福島GP） 
 

■8月26日（月）  

○18:30 両沼ブロック会議 
（柳津町役場） 
 

■8月27日（火）  

○18:30 北会耶麻ブロック会議 
（会津若松市河東農村環境改善セ） 

こ
の
表
は
、
人
事
院
規
則
９-

49
別
表
第

一
に
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
す
。
ご
覧
の

と
お
り
福
島
県
は
該
当
し
て
い
ま
せ
ん
。 

【図表１】国家公務員の地域手当支給対象地域  

都道府県 支給地域（級地） 

北海道 札幌市（7） 

宮城県 多賀城市（５）、仙台市（６）、名取市（７） 

茨城県 取手市・つくば市（２）、 守谷市（３）、牛久市 
（４）、水戸市・日立市・土浦市・龍ケ崎市（５）、 古
河市・ひたちなか市・神栖市（６）、 笠間市・鹿嶋市・
筑西市（７）  

栃木県 宇都宮市・大田原市・下野市（６）、 栃木市・鹿沼市・
小山市・真岡市（７）  

群馬県 高崎市 （６）、前橋市・太田市・渋川市（７）  

埼玉県 和光市（２）、さいたま市・志木市（３）、 東松山市・
朝霞市（４）、 坂戸市（５）、川越市・川口市・行田
市・所沢市・飯能市・加須市・春日部市・羽生市・鴻巣
市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・戸田市・入間
市・久喜市 三郷市・幸手市・比企郡滑川町・比企郡鳩
山町 北葛飾郡杉戸町（６）、熊谷市（７） 

千葉県 袖ケ浦市・印西市（２）、千葉市・成田市（３）、船橋
市・浦安市（４）、市川市・松戸市・佐倉市・市原市・
富津市（５）、野田市・茂原市・東金市・柏市・流山
市・印旛郡酒々井町・印旛郡栄町（６）、木更津市・君
津市・八街市（７）   

東京都 特別区（１）、武蔵野市・調布市・町田市・小平市・日
野市・国分寺市・狛江市・清瀬市・多摩市（２）、 八王
子市・青梅市・府中市・昭島市・東村山市・国立市・福
生市・稲城市・西東京市（３）、立川市・東大和市
（４）、三鷹市・あきる野市（５）、東久留米市
（６）、武蔵村山市（７） 

神奈川
県 

横浜市・川崎市・厚木市（２）、鎌倉市（３）、相模原
市・藤沢市（４）、横須賀市・平塚市・小田原市・茅ヶ
崎市・大和市（５）、三浦市・秦野市・三浦郡葉山町・
中郡二宮町（６） 

新潟県 新潟市（７） 

富山県 富山市（７） 

石川県 金沢市・河北郡内灘町（７） 

福井県 福井市（７） 

山梨県 甲府市（６）、南アルプス市（７） 

長野県 塩尻市（６）、長野市・松本市・諏訪市・伊那市（７） 

岐阜県 岐阜市（６）、大垣市・多治見市・美濃加茂市 ・各務
原市・可児市（７） 

都道府県 支給地域（級地） 

静岡県 静岡市・沼津市・磐田市・御殿場市（６）、浜松市・三
島市・富士宮市・富士市・焼津市・掛川市・藤枝市・袋
井市（７） 

愛知県 刈谷市・豊田市（２）、名古屋市・豊明市（３）、西尾
市・知多市・みよし市（５）、岡崎市・瀬戸市・春日井
市・豊川市・津島市・碧南市・安城市・犬山市・江南
市・田原市・弥富市・西春日井郡豊山町（６）、豊橋
市・一宮市 ・半田市・常滑市・小牧市・海部郡飛島村
（７） 

三重県 鈴鹿市（４）、四日市市（５）、津市・桑名市 ・亀山
市（６）、名張市・伊賀市（７） 

滋賀県 大津市・草津市・栗東市（５）、 彦根市・守山市・甲賀
市（６）、長浜市・東近江市（７） 

京都府 京田辺市（４）、京都市（５）、宇治市・亀岡市・向日
市・木津川市（６） 

大阪府 大阪市・守口市（２）、池田市・高槻市・大東市 ・門
真市（３）、豊中市・吹田市・寝屋川市・箕面市・羽曳
野市（４）、堺市・枚方市・茨木市・ 八尾市・柏原
市・東大阪市・交野市（５）、岸和田市・泉大津市・泉
佐野市・富田林市・河内長野市・和泉市・藤井寺市・泉
南市・阪南市・泉南郡熊取町・泉南郡田尻町・泉南郡岬
町・南河内郡太子町（６） 

兵庫県 西宮市・芦屋市・宝塚市（３）、神戸市（４）、尼崎
市・伊丹市・川西市・三田市（５）、明石市・赤穂市
（６）、姫路市・加古川市・三木市（７） 

奈良県 天理市（４）、奈良市・大和郡山市（５）、大和高田
市・橿原市・香芝市・北葛城郡王寺町（６）、桜井市・
宇陀市（７） 

和歌山県 和歌山市・橋本市（６） 

岡山県 岡山市（７） 

広島県 広島市（５）、三原市・東広島市・廿日市市・安芸郡海
田町・安芸郡坂町（７） 

山口県 周南市（７） 

徳島県 徳島市・鳴門市・阿南市（７） 

香川県 高松市（６）、坂出市（７） 

福岡県 福岡市・春日市・福津市（５）、太宰府市・糸島市・糟
屋郡新宮町・糟屋郡粕屋町（６）、北九州市・筑紫野市 
・糟屋郡宇美町（７） 

長崎県 長崎市（７） 
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機関紙の内容について職場の仲間と話し合おう！ 

 

編
集
後
記 

▼
も
う
８
月
で
す
。
「
今
年
も
残
す
と

こ
ろ
あ
と
…
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き 

そ
う
で
す
（
ま
だ
早
い
か
）
。 

▼
記
録
的
な
大
雨
の
影
響
で
、
山
形
・

秋
田
で
は
甚
大
な
被
害
が
出
ま
し
た
。

現
在
も
酷
暑
の
中
、
行
方
不
明
者
の
捜

索
や
、
家
屋
に
流
れ
込
ん
だ
大
量
の
泥

の
撤
去
等
が
続
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

交
通
へ
の
影
響
も
あ
り
、
山
形
新
幹
線

は
８
月
中
旬
頃
ま
で
運
転
で
き
な
い
の

だ
と
か
。
今
回
、
主
に
山
形
に
か
か
っ

て
い
た
雨
雲
が
、
少
し
南
に
ず
れ
て
い

た
ら
、
こ
こ
会
津
に
も
大
き
な
影
響
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

台
風
シ
ー
ズ
ン
到
来
、
災
害
へ
の
備
え

の
再
点
検
を
。 

 
 
 

（
坂
内
） 

▼
国
家
公
務
員
に
お
け
る
地
域
手
当
の

計
算
方
法
は
、
【
図
表
２
】
の
と
お
り

で
す
。
表
面
【
図
表
１
】
の
自
治
体
名

の
後
の
カ
ッ
コ
内
の
数
字
が
図
表
２
の

「
級
地
」
に
な
り
ま
す
。
簡
単
に
言
う

と
、
東
京
都
特
別
区
（
１
級
地
）
内
に

勤
務
し
て
い
る
人
と
福
島
県
内
に
勤
務

し
て
い
る
人
の
俸
給
等
が
同
じ
だ
と
仮

定
す
る
と
、
勤
務
地
が
違
う
だ
け
で
支

給
額
に
20
％
の
差
が
出
て
し
ま
う
と

い
う
訳
で
す
。
こ
の
地
域
手
当
は
、
公

務
員
の
厚
遇
批
判
を
受
け
て
06
年
に

導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
全
体
の
俸
給

（
給
料
）
水
準
を
下
げ
た
う
え
で
、
地

域
に
よ
る
物
価
の
差
を
補
填
す
る
た
め

に
都
市
部
の
公
務
員
に
支
給
さ
れ
て
い 

総支部HP 

会津総支部ホーム
ページのトップペー
ジです。  

機関紙 

る
も
の
で
す
。

な

お

地

域

給

（
地
域
手
当
）

に
関
し
て
は
、

本
機
関
紙
３
８

６
号
（
下
の
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
）
も
ご
参
照
く
だ
さ
い
。 

▼
さ
て
、
一
番
重
要
な
問
題
点
に
つ
い

て
で
す
。
例
え
ば
、
地
方
公
務
員
志
望

の
青
年
が
い
た
と
し
ま
す
。
「
彼
は

今
、
福
島
県
内
か
宮
城
県
内
の
自
治
体

か
ら
受
験
す
る
自
治
体
を
探
し
て
い
ま

す
。
彼
は
多
賀
城
市
に
勤
務
す
れ
ば
、

10
％
の
地
域
手
当
が
つ
く
こ
と
を
知

り
、
受
験
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と

な
る
訳
で
す
。
こ
の
よ
う
に
地
域
手
当

の
有
無
が
、
人
材
確
保
に
大
き
く
影
響

し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま

た
、
隣
接
し
て
い
る
自
治
体
間
で
も
、

「
隣
の
町
は
支
給
対
象
な
の
に
う
ち
は

対
象
外
」
と
か
「
隣
の
市
は
２
級
地
な

の
に
う
ち
は
３
級
地
」
と
い
う
よ
う

に
、
地
域
手
当
に
対
す
る
地
方
自
治
体

か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
望
が
あ
が
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。
総
務
省
の
検
討
会
資

料
の
中
に
次
の
よ
う
な
具
体
的
意
見
が

あ
り
ま
し
た
。
「
近
隣
市
町
村
と
の
支

給
割
合
の
差
に
よ
り
、
人
材
確
保
に
影

響
が
出
た
り
、
職
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
も
下
が
っ
て
し
ま
う
」
「
生
活
・
経

済
圏
域
が
同
じ
な
の
に
支
給
割
合
に
差

が
生
じ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。 

総支部機関紙のバッ
クナンバーは、こち
らから。 

こ
う
い
っ
た
意
見
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

支
給
区
分
の
「
大
く
く
り
化
」
が
検
討

さ
れ
て
い
る
訳
で
す
。
ま
た
、
表
面
の

【
図
表
１
】
国
家
公
務
員
の
支
給
対
象

地
域
と
級
地
区
分
に
準
じ
て
、
各
自
治

体
も
地
域
手
当
を
支
給
し
て
い
る
訳
で

す
が
、
前
述
の
と
お
り
人
材
確
保
に
影

響
が
出
て
い
る
た
め
、
個
別
に
支
給
割

合
を
引
き
上
げ
て
い
る
自
治
体
も
あ
る

よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
自
治
体
に
つ
い

て
は
「
財
政
的
に
余
裕
が
あ
る
」
と
み

な
さ
れ
て
、
特
別
交
付
税
が
減
額
さ
れ

て
い
ま
す
。
本
来
支
給
割
合
の
決
定

は
、
各
自
治
体
の
判
断
に
委
ね
る
べ
き

で
あ
り
、
特
別
交
付
税
の
減
額
措
置
は

そ
の
障
壁
と
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で

見
直
し
が
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
で 

す
。 

▼
最
後
に
、
こ
の
間
の
自
治
労
の
地
域

手
当
に
関
す
る
考
え
方
（
問
題
点
）
を

２
点
記
載
し
ま
す
。 

①
地
方
公
務
員
は
、
全
国
で
同
様
の
職

務
を
行
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
地

域
手
当
の
支
給
割
合
に
０
～
20
％
も

の
大
き
な
格
差
が
あ
る
こ
と
。  

②
現
行
の
指
定
基
準
で
は
、
一
体
的
な

生
活
圏
を
持
つ
近
隣
自
治
体
間
に
お
い

て
も
支
給
割
合
に
格
差
が
あ
る
た
め
、

人
材
確
保
に
支
障
を
き

た
す
と
と
も
に
人
材
流

出
の
要
因
と
も
な
っ
て

い
る
こ
と
。 

級地 支給割合 【支給額】 
（俸給＋俸給の特別調整額＋専門スタッフ
職調整手当＋扶養手当）の月額×左の級地
別支給割合 
 
【異動保障】 
地域手当支給地域等に６箇月を超えて勤務
した職員が支給割合のより低い地域又は支
給地域とされていない地域等に異動した場
合、異動の日から２年間、１年目は異動の
日の前日に勤務していた地域等に係る支給
割合、２年目は１年目の支給割合に
80/100を乗じて得た支給割合による地域
手当を支給 

１ 20％ 

２ 16％ 

３ 15％ 

４ 12％ 

５ 10％ 

６ 6％ 

７ 3％ 

【図表２】国家公務員の地域手当支給割合と計算方法等  


